
【支援を必要とするお子さんの教育支援申請の流れについて】 

 

 令和８年４月１日に小学校１年生になるお子さんで障がいや発達の遅れなどの悩みがある場

合や、町立小中学校に就学している児童生徒で次年度から特別支援学級や通級指導教室の

利用、特別支援学校への入学・転学をお考えの場合、または特別支援学級から通常学級や通

級指導教室への措置替えをお考えの場合は、在籍している学校（園）までご相談ください。保

護者やお子さんの意向を伺い、より良い学びの場の決定に向けた相談を進めてまいります。 

 

教育相談の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①在籍学校等での教育相談（４～６月） 
お子さんが通っている園・学校へご相談ください。なお、町外の園や 

家庭保育等の場合は教育委員会へご相談ください。 

②西原町教育委員会への申請 

※（6月 2７日締め切り） 

※（未就学児・小学 1 年生・中学 1 年生及び転入生

は 7月 1１日締め切り） 
各園や小中学校、保護者より申請 

●西原町教育支援委員会（9月～12月） 
学識経験者等の専門的な知識のある委員が、お子さ

んにとっての適切な学びの場を審議します。 

④判定結果通知 

（10月～１2月 ※随時） 
審議の結果を保護者の方にお知らせします。 

●沖縄県就学支援委員会 12月初旬申請 

⑥特別支援学校への就学等決定通知 

（１月末頃に決定者へ） 
※県の通知に基づき手続きを行ってください。 

⑥学びの場の決定 

 ・同意の場合は審議結果の通り措置する。 
 ・意見書提出の場合は、教育委員会と相談の

うえで措置を決定する。 

③親子面談（委員との教育相談） 会場：西原町役場 
（８月 13日～15日、1８日～20日の午後）  
保護者と対象児で 30分程度の面談 

不足している資料の提出や必要に応じて心理検査等の実施 

 

※1 特別支援学校、特別支援学級等への就学・入級には   

申請が必須となります。 

※２ 締め切りに間に合わない場合、または締め切り後に申請

を行いたい場合等には、教育委員会へご相談ください。 

不足している資料等の提出 

 

⑤教育相談及び本人・保護者の意思確認 

（1１月～１2月） 
※同意書、意見書などを提出 

就学決定者 

特別支援学校希望者 

非相当判定者 

特別支援学級希望者 

特支学校非相当判定者 

※３ 面談日程は現時点での予定です。申請書類の 

揃っているお子さんから順次日程調整を行い、

9月以降も随時面談を実施します。 

 


